
紙おむつ給付事業仕様書 

 
１．委託事業名 
  紙おむつ給付事業 
 
２ 委託事業概要 
  受注者は、対象者の紙おむつ配達希望枚数を把握し、毎月１回、対象者の要望に応

じた紙おむつ枚数（限度額有り）を対象者宅まで配達する。 
  毎月の配達終了後、対象者ごとに実際に配達した紙おむつ枚数の明細をまとめ、対

象者からの受領書及び請求書とともに市へ提出する。 
 
３．委託期間  令和６年６月１日から令和７年３月３１日まで 

 
４．配達について 
（１）配達回数  １０回／年 
（２）品名、規格、予定数量及び単位について 

（３）納期限及び納入先 
  ①受注者は、対象者名簿に従い、指定期日（毎月２５日）までに金沢市内の対象者

宅まで配達すること。（月初めに対象者名簿を渡します。） 
  ②受注者は、対象者からの変更連絡、停止連絡等をとりまとめた名簿を作成するこ

と。また、支給対象者別の配布枚数実績報告書とあわせて当月末に福祉政策課・

障害福祉課へ提出すること。 
（４）配達時対応 
  ①受注者は、あらかじめ対象者宅へ配達日時を通知し、配達後、受領印のある受領

書を期限までに福祉政策課・障害福祉課へ提出すること。 
   また、受領印が家族以外の場合は、受領書に対象者との関係を記入すること。 
  ②受注者は、対象者からの連絡及び紙おむつ等の製品に関する問合せには、常に回

答できる人員を確保すること。 

ＮＯ． 品 名 規 格 予定数量 単位 

１ 紙おむつ 平型 証明書のとおり ７００ 枚 

２ 紙おむつ 
テープ型又はパンツ型 
証明書のとおり 

９６，０００ 枚 

３ 紙おむつ 
尿取りパット 証明書のと

おり 
１２３，０００ 枚 

４ 紙おむつ 
尿取りパット（夜・長時間

用） 証明書のとおり 
８７，０００ 枚 



  ③配達時に、対象者から商品の使用方法や種類の選択方法など問合せがあった場合、

アドバイス等の的確な助言と説明を行うこと。 
  ④配達時の包装方法については、不衛生にならないよう細心の注意を払い、苦情が

あった場合は、受注者の負担により商品の交換を行うこととする。 
  ⑤配達時に対象者が、入所、入院等をしていないかの確認をしてから渡すこと。 
  ⑥入所、入院等していた場合、福祉政策課又は障害福祉課へ連絡すること。 
  ⑦配達時に対象者宅が不在の場合、受注者の負担により不在票等で対象者宅に連絡

をとり、早期配達につとめること。 
  ⑧転出不明等により配達できない場合は、福祉政策課又は障害福祉課へ連絡をし、

指示を受けること。 
 
（５）配達区域  金沢市全域において行うこと。 
 
５．業務従事者について 
  ①委託業務に従事する人数は、２名以上とする。（問合せ要員１名、配達要員１名） 
  ②予備人員を１名以上確保し、業務従事者が欠けた時は直ちに代わりに委託業務を

遂行すること。 
  ※入札落札後、契約時までに業務従事者の名簿を市へ提出すること。 
 
６．その他 
  ①対象者から商品についての要望等があった場合は、その都度、市と協議すること。 
  ②配布枚数については、基本配布枚数はあるが、対象者の要望に応じ、市と契約後

に設定した限度額内で配布枚数を変更すること。 
 
７．受注者は、事故等が発生したときは、そのとった処置等を速やかに発注者に報告 

しなければならない。 

 
８．発注者は受注者の業務実施に関して適切な指導を行い、また、必要に応じてこの 

業務実施状況を調査することができる。 
 


